
米軍基地は沖縄だけの問題ではない

今日は「基地とまちづくり」ということ

でお話いたします。いろんなところで地位

協定とか沖縄の米軍基地についてお話して

いますが、米軍基地のこれまでの流れと、

普天間基地跡地利用で今、私たちが取り組

んでいる「基地とまちづくり」の概要につ

いて報告したいと思います。1989年10月、

「普天間基地と文化財の市民セミナー」を開

催した時、富野先生が逗子市長で、池子の

森問題を日本政府に対して取り組んでおら

れましたので、そのことを勉強させてもら

おうと沖縄に来ていただきました。

沖縄県の基地問題は、長い間、「沖縄問題」

として位置づけられてきています。全国の

問題としては受け止められていないと思い

ます。ところが去年から今年にかけて米軍

再編問題として米軍基地が沖縄だけの問題

ではなく、神奈川、青森、山口に米軍基地

がありますが、それらの基地とも関連する

課題として位置づけられるようになりまし

た。さらに自衛隊基地に所在するところへ

新たに米軍基地や部隊、演習が広がってい

くということが今回の再編の中であります

ので、鹿児島県の鹿屋基地、宮崎県の新田

原基地、北海道の千歳基地などで米軍基地

問題が地域自治体の課題となっている状況

があります。米軍基地問題は沖縄だけの問

題ではなく我が国全体の問題であると私は

考えていますが、これまで神奈川県や沖縄

県などの地域の課題として位置づけられが

ちでした。米軍基地は決して沖縄だけの問

題ではなく、日本全国の大きな課題である

と受け止めて聞いていただければと思いま

す。

今、全国の米軍専用施設の75％が沖縄に

あります。37の施設の基地があり、軍人、

軍属が27,000人、家族が23,000人で合計５

万人。今、増加傾向にありまして55,000人

を超えているだろうと思います。海兵隊、

空軍、海軍、陸軍の全軍が沖縄に存在して

いるわけです。米軍基地は沖縄本島の20％

近くの面積を占めています。各自治体で占

める面積は大きく、嘉手納町では82.8％の

面積が米軍基地にとられています。金武
き　ん

町
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が59 .3％、北谷町が56 .4％、宜野座村が

50.7％。宜野湾市が32.7％です。米軍普天間

飛行場は市の４分の１近くを占めています。

他にキャンプ瑞慶覧があります。恩納村を

含めて沖縄県内の10の市町村が約30％以上

の面積を米軍基地に占められています。沖

縄県中部地域全体では25％が米軍基地に占

められています。県全体では日本全国の面

積の0.6％に過ぎない沖縄に、在日米軍基地

の75％が押しつけられています。

普天間基地の歴史的経緯

宜野湾市の概況について。去年の国勢調

査の速報値で宜野湾市の人口は87,755人で

す。市域面積は19.59平方キロですから、そ

んなに大きいところではありません。基地

面積は普天間基地が481ヘクタール、瑞慶覧

基地が156ヘクタールです。

1945年４月１日、米軍は沖縄本島に初め

て上陸しました。当時日本軍は沖縄本島に

６カ所の飛行場をつくっていましたが、ほ

とんど機能せずに無血上陸を許し、その後、

地上戦での抵抗が３カ月続きました。この

沖縄戦で20万人の人が亡くなりました。そ

の最中に米軍は対本土戦に備えて沖縄本土

に８ヵ所の飛行場を新たにつくりました。

沖縄からB29爆撃機等を飛ばして本土を爆撃

するためです。そのうちの一つが普天間基

地です。

普天間基地は日本軍によってつくられた

飛行場ではなく、米軍によって、戦争中に

住民を捕虜にし、別に移して、畑や集落の

広がる台地に飛行場を建設したのです。今

の普天間基地は周辺を密集する住宅が取り

囲んでいます。昔は人口分布は少なく、サ

トウキビ畑もあったんですが、今日では基

地フェンスの周辺まで住宅地になっていま

す。こういう状況が今日、放置されて現実

にあるわけです。

宜野湾市においては1985年に革新系の桃

原正賢市長が誕生して以来、普天間飛行場

の全面返還を求める声を行政として上げる

ようになりました。その前は２期８年間は

保守系の市長で、普天間飛行場の返還を求

める行政上の取り組みはしていませんでし

た。85年、革新系市長の誕生から宜野湾市

が普天間基地返還を求める声が上がり、行

政的取り組みがスタートしたわけです。

普天間飛行場はほとんどが民有地です。

1945年４月、アメリカが上陸し、１週間ほ

どの間に宜野湾市のこの地域を全部占領し

ました。６月頃から飛行場づくりが始まり、

９月に飛行場がつくられてしまいます。こ

の中にはかつての宜野湾村役場、小学校、

４カ字
あざ

の集落がありました。これらはすべ

て飛行場のために押し潰されてしまったわ

けです。

沖縄の米軍基地は全体で60カ字の集落を

飲み込んでいます。国有地ではありません。

普通の集落を占領し、住民を捕虜収容所に

入れておいて基地をつくっていく。必要な

土地は全部米軍が確保して多くの基地をつ

くり、２、３年後、住民を捕虜収容所から

帰す時、「あなた方はここに住みなさい」と

指示し、別の場所に住まわせたのです。極

端なのが読谷村です。復帰直前まで80％く

らいの面積が基地に占められていました。

ほとんどの字は全部基地に占められました。

各集落の人たちは戻る時、米軍が指定した

エリアに住んだわけです。指定したエリア

には地権者がいましたが、その地主の同意

もなく行政命令でやりました。その地域を

住民がみずから区画してつくったのが戦後

の沖縄なんです。
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宜野湾市でもそのような地域があります。

基地になった集落の住民が「あなた方はこ

こに住みなさい」と指示された地域でもそ

の指示を受け入れて、共同体として区画し

て居住集落をつくっていった事例が各地域

にあります。

沖縄の基地は「正当性」をもっていない

沖縄は、1945年の戦争の中で20万人が亡

くなっただけでなく、同時に多くの故郷を

失うことになったのです。それ以来、60年

間、故郷に立ち入れない人たちが数多くい

るわけです。嘉手納基地もそうです。宜野

湾市のまちづくりは、かつて失った自分た

ちの故郷を取り戻して新たに街をつくり直

すことが、基本としてあるわけです。いっ

たん故郷を失い、別の場所に違う共同体を

つくっていますので、その土地が返ったか

らすぐ新しいまちづくりができるかという

と、そうではありません。そこを整理しな

がら行政として、新しい街をどうつくって

いくかを取り組んでいるわけであります。

このように沖縄の基地は固定されながら、

この間、ずっと米軍基地が居すわり続けて

きました。沖縄の基地問題は、1950年代か

ら、反基地的な感情が県民の中に溢れて、

それが米軍や政府を動かす時期と、その波

が弱っていって政府や米軍に押される時期

が繰り返されます。

1955年には朝鮮戦争が一段落して冷戦の

時期になります。その時に米国は今までの

基地以上にさらに基地をつくらないといけ

ないと決定します。1960年に日米安保を改

定することになり、日本本土の海兵隊を沖

縄に移すことを決定します。そのために沖

縄で新たに土地接収が強制的に行われまし

た。この中に宜野湾市も入っています。

伊佐という地域が新たに接収されました。

伊江島の地域も接収されました。那覇市で

も沖縄市でも接収されました。当時、海兵

隊は沖縄にいなかったんですが、海兵隊を

駐留させるための基地づくりが始まったん

です。伊佐という地域は広大な田んぼが広

がる地域ですが、1945年の戦争の後、１、

２年して住民収容所から戻された住民たち

が自分たちの畑を耕して７、８年になり、

作物もちゃんと実る時期になっていた時、

新たな接収でとられたのです。その時、米

軍は「ここは有害な蚊が発生するので接収

する」と砂を入れてブルドーザーで住宅を

壊していきます。こういうことが50年代後

半、沖縄の何カ所かの地域で行われました。

それが60年代まで続いて今日の米軍基地が

あるわけです。

沖縄に住んでいる人にとっては、「沖縄の

基地は米軍政府や日本政府の使用が正当な

ものでない」との共通の理解があります。

沖縄住民が「基地にしていい」と言ってつ

くられたものではなく、米軍側が勝手に土

地を接収してつくったものだという共通認

識があります。ところがそのような歴史を

知らないで、外から見ると「沖縄に基地が

あるのは日米安保条約によるものだ」と思

われがちです。「日本復帰によって日米安保

の提供施設とされていったのが沖縄の基地

である」と言った方がいいと思います。こ

のような米軍基地が普天間基地だけではな

く、嘉手納も含めて一杯あるわけです。

基地経済への依存は減りつつある

しかしながら、「基地経済」という言葉で

象徴されるように、沖縄は戦後、基地を押

しつけられて、同時に基地によってしか生

活できないという環境もまたつくられてき

基地返還運動とまちづくり（伊波洋一） 37



ました。日本復帰前の沖縄では基地に５万

人が働いていました。また1960年代後半、

基地に働く米兵の家には、庭師、メイド、

食事をつくったり洗濯したり、子どもたち

の世話をする人が働き、将校などの運転手

を含め、一人の米軍人が２人～３名の沖縄

の人たちをプライベートに雇っている関係

があったんです。

月に300ドル～400ドルの給料をもらう米

軍人が沖縄の人を月20～30ドルで雇うとい

う雇用関係が成り立つ中で、基地の中に５

万人、基地の外にも５万人くらいの人たち

が何らかの形で雇われていました。こうい

う関係が60年代の半ばくらいまであったと

思います。最大の経済依存度は30～40％超

えた時期もあるかもしれません。

しかし今日、基地の中で働いている雇用

者数は正雇用されているのは約9,000人で

す。臨時雇用も入れれば１万人くらい。兵

隊などが個人的に沖縄の人を雇用すること

はできなくなっています。あまり経済の違

いがないと考えた方がいい。米軍基地によ

る経済波及効果も全体の５％くらいと見ら

れています。当時は米軍の政策として沖縄

県民の労働力をできるだけ基地維持のため

に留保しておき、他の産業の振興をできる

だけ抑えながら基地に依存する傾向をつく

るという意識が強く出ていたと思います。

1972年、沖縄は日本に復帰しました。復

帰して沖縄の市町村は日本の行政の枠組み

に入りました。日本の制度、福祉政策、医

療政策、教育も入ってきました。かつて沖

縄にはなかったものが多かったのです。沖

縄は米軍政府の承認する限られた範囲でし

か日本の施策は展開されていませんでした。

それが復帰によって制限がなくなり、公共

的な施策が入ってきたのです。しかし、本

土に比べて大きな遅れがあるために沖縄振

興開発特別措置法がつくられ、本土並にキ

ャッチアップするための施策が取り組まれ

ました。

基地での軍労働者数は1972年は２万人で

した。復帰時点まで軍雇用の首切りがどん

どん続き、米国経済の悪化、ドル防衛も含

めてお金がなくなり、首切りが始まって、

軍労働者は最終的に２万人で復帰すること

になります。今日は9,000人ですから、基地

の中の雇用はさらにその後11,000人減った

わけです。その当時の沖縄全体の労働人口、

雇用者数は37万人くらいです。そのうち２

万人が基地の中の雇用でした。現在の沖縄

の労働人口は59万人です。22万人が34年の

間に増えましたが、基地の中では１万人減

っていますから、基地の外で23万人増えて

いるわけです。

沖縄の雇用は年間で7,000～8,000人くら

い増えています。さらに人口も増えていま

す。復帰前、90万人台だった人口が、今は

135万人。保険、証券とか民間の経済が沖縄

の中に新たに生まれ、公共投資との相乗効

果で、これだけ雇用や経済が広がっていっ

たわけです。

その主役は観光です。20万人くらいしか

来なかった観光客が、今や500万人を超える

人たちが沖縄観光に来ます。世界の観光の

中でも日本人の観光客ほどいい観光客はな

いわけです。日本人の観光客が飛行機に乗

って一番行くところが沖縄です。沖縄は、

離島も含めて基地経済から脱却しながら、

観光を中心に発展して来ているわけです。

それにもかかわらず、基地がこのまま残

っていることは、私たちにとって大変な問

題です。基地の米兵たちから、さまざまな

犯罪が起こってくるわけです。先日も本土
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の米軍基地でも起こっていますが、沖縄で

も米兵によるタクシー強盗が起こっていま

す。わずか10ドル、５ドルのために米兵が

事件を起こす、こういう事件が多いんです

ね。1972年以来、起こった事件は５千数百

件だと思います。凶悪事件は500を超えます。

私は県議として県議会に７年おりまして、

米兵の事件を調べたんですが、沖縄の人が

米兵に殺されたのは12名。米兵による交通

事故も多い。米兵が第一当事者で、原因者

となって亡くなった人は約150名もいます。

地位協定の関係で、日本国民同士の事故で

は自賠責保険や任意保険で賠償されるもの

と比べると、米兵からの補償は雲泥の差と

いう実態があります。

私たちは、基地がもたらすマイナス面、

市の発展を阻害している問題を真正面から

取り組まざるをえない。そこで私は宜野湾

市長として普天間基地をなくし、新しいま

ちづくりをしようと取り組んでいるわけで

す。

少女暴行事件がきっかけで移転問題が浮上

90年代半ばまで日本政府は日米安保の要
かなめ

として沖縄に基地を置き続け、「沖縄問題」

として処理することで日米安保の大枠を維

持していこという流れがずっと続いてきま

した。しかし、1995年９月に重大な事件が

おきました。３名の海兵隊員が金武町で小

学４年生の少女を拉致して集団暴行を行う

という凶悪事件が発生しました。この事件

を契機に、沖縄県では県民の中に米軍基地

に対する大きな怒りが渦巻き、さまざまな

反対運動の取り組みが行われます。

その年の10月21日、宜野湾市で県民大会

が開かれました。8万5千人の人たちがその

日、県民大会に集まりました。主催者は当

初４、５万人を見込んでいましたが、結果

的に8万5千人の人が集まったことで、日米

両政府はショックを受け、「基地問題に対す

る対処をしていかなければ沖縄の基地は維

持できない」と判断したと思います。

そこで、県民大会に対する答えとして「普

天間飛行場を全面返還する」と、翌1996年

４月12日に発表しました。SACO（Special

Action Commitee on facilities and areas in

Okinawa：沖縄施設・区域特別行動委員会

の略。以下SACO）という沖縄問題を日米が

協議する委員会をつくり、その中間報告で

「普天間飛行場を全面返還する」ことを決定

したのです。1996年12月２日に最終報告が

出て、「普天間飛行場を含めて11の施設を返

還する」、「普天間飛行場は代替施設を北部

につくって５～７年以内に返還する」。

ただ沖縄県民にとっては、これら11の施

設のうち10は「代替施設」を県内に建設す

ることが条件づけられていました。「狭い沖

縄にとって、これらの施設を新たにつくる

余地はない」というのが、ほとんどの沖縄

県民の反応です。当時、紆余曲折を経て、

大田革新県政は普天間飛行場の「代替施設

建設」を拒否します。

移設先になった名護市では住民投票が行

われました。結果は市民投票では「移設反

対」でした。しかし市長が受け入れること

を表明して即、辞任をしました。当時名護

市は比嘉鉄也市長で、住民投票を実施した

人でもありますが、いろんな圧力があった

と思います。橋本総理のところまで行って

「受託」を表明して即辞任する。その後、市

長選挙が行われ、知事に従うとした保守系

市長が当選します。大田県知事は反対して

いますから、膠着状態になって、98年の知

事選で稲嶺知事が新たに「軍民共用空港建
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設」を打ち出して当選しました。打ち出し

たものの、だらだらとしていましたので、

政府は業を煮やして翌年８月から建設に向

けた取り組みを行い、最終的には99年11月、

「普天間飛行場を辺野古
へ の こ

に移設し、軍民共用

空港として関西空港並につくる」という決

定をします。しかし、この建設にはどんな

に短くても10数年かかる。またこの地域は

珊瑚があって、藻場が広がっている。

藻場は魚が卵を産む場所です。沖縄の北

部の魚はここで卵を産んでそこから広がっ

ていく。途中でジュゴンが生息しているこ

とが新たにわかって、環境問題もあり、辺

野古の建設は今日まで着手されずにいます。

地域住民の根強い反対、さらにジュゴン保

護などの環境問題の取り組みで世界的にも

「ここに新たな基地をつくるべきではない」

という決議がされています。99年の閣議決

定で、政府はそこに基地をつくろうと今日

までやってきましたが、できないでいるの

です。宜野湾市としては、代替施設がつく

られなければ動かないという膠着の中にあ

るわけです。

私はもともと海上基地建設にも反対して

いたんですが、県議会で稲嶺知事は「１日

も早く動かす」と言っていました。それに

対して、私は「１日も早く動かすのは十数

年後のことか。その間に普天間基地は深刻

なことになっていますよ」と言ってきたん

ですが、質問してもほとんど相手にされな

かった。時間切れで逃げてしまう。議員は

質問時間が限られていまして、県議会は一

般質問は17分です。３月だけが21分。委員

会では制限はなく、私は平和記念資料館問

題で最大５時間やったことがあります。

2003年２月頃から、前宜野湾市長が政治

資金規制法と公職選挙法に抵触するような

資金の授与を企業から受けているというこ

とが問題になり、最終的に逮捕され、辞任

しました。前市長は就任時、基地の県内移

設に反対でした。しかし99年、軍民共用空

港建設が閣議決定された後に、県内移設容

認派になったのです。日本の政府決定は、

なかなか不動なものなんですね。閣議決定

で30年、40年前にどこかにダムをつくると

決定したものが、そのまま生きるわけです。

川の堰をつくることも、いったん決まった

ことはなかなか動かない。すでに辺野古に

は30億円ものお金が投資され、調査も行わ

れていますから、決定は動かないと考える

のが普通です。SACOという日米間の国際的

な約束もある。閣議決定もされている。さ

らにいろんな圧力がある。基地のある市町

村にはいろんな便宜供与が図られるわけで

す。振興費とか補助金とか。宜野湾市は県

内移設に反対しているからと、補助を求め

ても、出ないということがずっとありまし

た。

「5年以内の基地返還」を公約に

宜野湾市長選へ

前市長は２期目の選挙の時、当時、中道

的な与党市議とともに、今までの革新的な

人たちと袂を分かっていました。突然の逮

捕と辞任により市長選が行われることにな

りました。2003年４月27日の全国統一地方

選挙の日が宜野湾市長選挙の日でした。革

新系の市議による候補者選定がいきづまり、

３月19日の市民集会で、市長候補に私の名

前で出てきて、２、３日考えて「出ましょ

う」と受諾し立候補することになったんで

す。

その時に打ち出したのが「普天間飛行場

の５年以内の返還を求めていくこと」。すで

40 分権型社会を拓く自治体の試みとNPOの多様な挑戦



に96年から７年が経過していました。「５～

７年以内に返還する」と日米が約束して７

年になる年です。約束の期限がきているの

に一向に基地が動く様子がない。さらに基

地がもたらしている被害はピークに来てい

る。「宜野湾市のまちづくりのために、５年

以内に基地を返還させよう」と訴えて立候

補することにしました。そして当選しまし

た。この流れにそって、市としての取り組

みを開始したわけです。

普天間飛行場については、私も近くに住

んでいますから、宜野湾市民が毎日、騒音

の被害を受けていることを実感して知って

いました。95年から飛行場周辺に７カ所の

自動航空騒音測定装置がついていました。

就任して早々、飛行状況の変化をグラフに

するプログラムを組んで状況が良く見える

ようにしました。

飛行回数は96年と比べて2002年で1.5倍

に増えています。１日平均にすると火水木

が多い。月曜日は米国の連休が多いのです。

火水木の平均では96年は１日あたり95回だ

ったのが、2002年で140回を超えています。

平均ですから、多い時は１日あたり200～

300回、住宅の上を飛ぶのです。2003年にな

ると300回を超える日も出てくるようになっ

た。１分か２分に一回、騒音が聞こえるよ

うな状況になるわけです。１分何十秒かご

とにヘリが爆音を立てて飛んでいく状況が

市域全域で起こっている。こんなことが許

されていいはずはないのです。

片方で跡地利用の取り組みもしていまし

たが、しかし、返還が決まらなければまち

づくりもできないわけですから、就任して

まずやったことは、これらの被害の状況を

調べて、外務省、防衛庁、内閣府、首相官

邸も含めて訴えることと、同時に閣議決定

やSACO合意に対する対処でした。

辺野古へ移すことは決まっている。軍民

共用空港をつくることも決まっている。し

かし、どこから見てもそれは実現可能性が

ない計画だと思っていたので、新たに日米

の協議に乗せないといけない。そこで「普

天間飛行場返還アクションプログラム」を

市として策定しました。その中で３つのこ

とに焦点をあてました。

米軍の世界戦略を見すえて

一つは、米軍再編協議に対してアクショ

ンを行う。私はずっと基地問題に取り組ん

できていますので、米国がトランスフォー

メーションという新たな戦略転換と世界の

基地再編を行うことがアナウンスされてい

ることは知っていました。その時点で西ド

イツとの協議も終えていました。韓国とも

ほぼ話が詰まっていました。日米安保がま

だでした。

全体で言うと、何万人単位で軍隊を米国

の国内に戻すという計画です。1996 年、

SACO合意ができた頃の状況は「アジアにお

ける10万人体制の維持」が基本でした。基

地を閉鎖しても、その基地をその地域のど

こかに移すということがルールになってい

ました。今回の再編は明らかに「兵力を戻

す」ということがありましたので、その再

編の中で、沖縄の基地問題をしっかり取り

組ませることが１番目です。

あと一つは、米国が1989年以来の５回目

の国内閉鎖再編を行うことが決定されてい

ました。2001年、2002年に法律を出して決

定しています。2005年に「BRAC05（ブラ

ック05）」という国内再編を行うことが決ま

ってました。これが２番目。

３番目は2002年終わりに米連邦議会が
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「海外基地見直し委員会」を議会の権能とし

て設置して取り組むことを決めたことです。

米国の基地閉鎖というのは地域経済に相当

影響を与えます。何十万人という人が職を

なくす地域が出てくるので抵抗があります。

米国連邦議会議員は基地の閉鎖に対して大

変な抵抗をします。しかしブラックプロセ

スという米軍基地再編のプロセスは議員が

手を出せない仕組みがつくられています。

その年５月、国防総省が草案を出して大統

領が諮問委員会に諮問する。「このように再

編したい」と。その諮問委員会の中で変更

することはできるが、出た答えについては

議会は修正することができない。一括して

イエスかノーかを言うしかない。米国連邦

議会は下院も上院もブラックプロセスに対

してほとんどものが言えないので、そこで

議会としては「国内の基地を閉鎖再編する

前に、海外のむだな基地をなくして国内に

戻しなさい」と言うために、「海外基地見直

し委員会」を設置しました。

この３つが動きだすことを我々はわかっ

ていたので、これに対してどう働きかけて、

普天間基地を新たに米軍再編のテーブルに

乗せて閉鎖させるかを取り組んだわけです。

結果的にどうなったか。

最終的にブッシュ大統領が先の大統領選

挙直前に退役軍人の会で挨拶して「世界か

ら７万人を米国に引き揚げる」と述べまし

た。その時点で確定していたのが、ドイツ

で４万人引き揚げる。ドイツは今、６～７

万人いると思います。韓国から12,500人引

き揚げる。それだけが決まっていて、７万

人から引き算すると17,500人残る。沖縄の

海兵隊に適用すれば、全部を引き揚げても

余りがある。残りは日米安保だけでした。

そういうことが今、動いているわけです。

米国内には425の主要な基地があります。

そのうち25％以上は余計だと。100以上を閉

鎖するのが最初の国防総省の基本的なアナ

ウンスでした。「ブラック05」が５回目です

が、４回やった閉鎖でも主要基地は97くら

いしか閉鎖していない。「これまでの閉鎖に

匹敵する閉鎖を今回やる」とアナウンスさ

れたわけですが、最終的には５月に国防総

省が出した案は33の主要基地の閉鎖を含む

というものでした。閉鎖施設は180ですが、

主要な基地は33でした。横田、嘉手納、普

天間のレベルの基地です。諮問委員会は最

終的に22の閉鎖にしたと思います。残りの

部分は再編成で基地全部を閉鎖することに

はならなかったと思います。

二度訪米し、普天間基地の廃止を訴える

私は、2004年７月に訪米した時に、海外

基地見直し委員会の最初の公開会議に参加

しました。そして委員長に「宜野湾市とし

て沖縄の状況、普天間基地の状況について

証言書面を提出したい」と述べて了承を得

ました。2004年11月に証言書面を提出しま

した。市のホームページにも載っています。

証言書面で訴えたことは二つです。一つ

は「普天間飛行場の閉鎖を勧告すること」。

もう一つは「沖縄の基地の負担をなくすこ

と」。占領によってつくられ、そのまま押し

つけられている基地は沖縄県民の権利を無

視したものであり、沖縄の基地は第二次世

界大戦の遺物であることを示すことでした。

新たなトランスフォーメーション戦略に沿

って見直さないといけないと主張し、「沖縄

基地の抜本的な軽減を行うこと」「基地の削

減も行うこと」を求めました。この二つを

証言書面にしています。

これに対して海外基地見直し委員会は、
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2005年５月９日に中間報告書を出しました。

最終報告書は８月15日に出しました。なぜ

５月の時点で出したかと言うと、ブラック

05の国防総省案が提示される時期に合わせ

て、それに対抗するために出したのです。

中間報告書の中で唯一、基地の名前が出た

のが普天間基地です。海外基地見直し委員

会は「普天間基地の閉鎖」を勧告しました。

ただし「普天間を嘉手納か岩国に統合しな

さい。その代わり残りの基地はそのままお

きなさい。アジアの安全保障にとって有益

だから」としたのです。

この委員会はほとんどが退役軍人で構成

されています。元将軍とか。軍の力が働い

たのだなと実感しましたが、中間報告の添

付資料には「96年のSACOの評価、国防総

省が沖縄から8,000人の兵隊を削減する計画

を持っている」と書かれていました。日頃

からリサーチしているので、委員会のホー

ムページに発表された時にすぐ報告書を保

存したんです。数日後にはこの資料は全部

消えてしまいました。再度ホームページに

アップされた時は添付資料はなくなってい

ました。

その年の７月、再度訪米して、国防総省、

国務省、連邦議会に行って要請してきまし

た。海外基地見直し委員会は上院歳出委員

会の国防施設小委員会が設置したのですが、

サンフランシスコ市長をやったファインス

タイン上院議員、３期目ですが、女性の上

院議員が副委員長で、テキサス選出のハチ

ソンという女性の上院議員が委員長で、こ

の二人が仕切っているわけです。この二人

のところにも行って、「皆さんの結論は間違

っている。沖縄の不当な基地負担をいつま

で継続していくのか」と修正を求めました。

しかし、結果的に８月15日の最終報告には

修正は出ませんでした。それでも私たちは

国務省、国防総省、連邦議会議員14名に

「海外基地見直し委員会の結論は間違ってい

る」「国防総省が8,000人の削減を言ってい

るのに、なぜ実施しないのか」ということ

を強く求めてロビー活動をしてきました。

10月30日に発表された日米再編会議の案

には「沖縄から7,000人の海兵隊の削減する」

と明記されています。これは国防総省が考

えた案に則してできていると思います。そ

の間で議論されていると思いますが、重要

なことは国防総省の7,000人の削減案の主な

ものは指令部です。沖縄に根を下ろしてい

る海兵隊司令部がグアムに移ります。日頃

動く実践部隊はまだ沖縄にいるという形で

すが、沖縄には日本の大使もいます。宮本

大使と話すと、彼も「このことは沖縄から

海兵隊を撤退するという大きな方向性だ」

ということを実感しています。我々がやっ

てきた海兵隊撤退のためのロビー活動、証

言書面提出が受け止められていると思いま

す。再編協議の中間報告に書かれているこ

とは「占領で住民の土地をとってきた基地

は返そう」ということです。住民から取り

上げた土地は返そう、全部ではなく「嘉手

納以南は返そう」ということが明確に書か

れております。これも我々の出した証言書

面やさまざまな活動が、ある程度受け止め

られていると思います。

私たちは主として、普天間飛行場の全面

返還をいかに実現するかを日米の新たな課

題にするために取り組んできたつもりです

が、結果的に宜野湾市にとっては今回の再

編の合意は、初期の目標である普天間を再

度日米の課題にすることは実現したわけで

す。ただ私たちはグアムやハワイや米本土

に移るようにと求めたんですが、「辺野古沿
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岸案」という形で県内移設と決定されてい

まして、それが実現できるかということに

は大変な疑問を持っています。多分、でき

ないだろうと思います。

跡地利用に向けて

今の状況をどう解決するか。2006年３月

末までに最終案ができるんですが、「普天間

がいつ返ってくるかを明確にしてほしい」

と政府に求めています。その途中のプロセ

ス、今まだヘリが飛んでいる状況がいつ解

消するか。このような危険な状況を政府は

いつストップするのか。このことを強く求

めています。やがて３月までに解決策とし

て出てくると思いますが、我々が納得でき

るものにならない可能性もあるかと思って

います。その時にどうするかは、今、取り

組んでいる最中です。

いずれにしても、普天間基地の跡地利用

をするには、普天間基地が返還されないと

できないわけですから、返還基地跡地利用

をやるための前段の取り組みとして、今年

までずっと米軍再編にかかわってきたわけ

です。

普天間基地の跡地利用についてはSACO

合意までの流れ、合意後の流れに分けられ

ます。

宜野湾市は合意以前から普天間基地の返

還を求め、自分たちで跡利用のための取り

組みを進めてきました。そして1995年３月

に「普天間飛行場跡地利用基本構想」を策

定しました。97年にはそれ基づいて「跡地

利用基本計画」を策定しました。481ヘクタ

ールを500億円を使っていかに開発し、跡地

利用ができるかを考えていました。しかし、

96年に日米両政府が普天間基地を返還する

と決めた後、それまでの日本政府の沖縄基

地に関する考え方と、その後の考え方は違

ってきます。95年の少女の事件が起こって

96年の合意ができるまでは、日本政府はで

きるだけ基地をそのまま沖縄に置き続け、

日米安保をより強固にしていきたいと対応

してきた。そのためには基地跡地利用に対

して手を差し伸べることは一切やらなかっ

たのです。

ある基地が返還されますと返還決定を１

カ月前に通知します。その後３カ月間の地

料を保障して、それで終わりでした。これ

がそれまでの基地の返し方でした。あとは

地主の責任ですよと言うわけです。宜野湾

市でも復帰前後にいくつもの基地が返還さ

れました。これらの基地に対しては日本政

府のサポートはなかったのです。それで地

主組合等をつくって区画整理をして跡地利

用を行ってきました。

ところが96年以降、普天間基地の481ヘ

クタールもの全面返還となりますと、あま

りも大きいものですから、日本政府が手助

けをすることが一応確認されました。宜野

湾市と県と国が協議しながら議論を詰めて

きたんです。

その前に議員立法により軍転特措法が95

年６月頃に施行されました。これは３年間

の地料を保障します。２カ年前に返還通知

して、返還後も３カ年間の地料を保障する

ものです。それに加えて普天間基地やSACO

の11施設をめぐる議論の中で「沖縄振興特

別措置法」がつくられまして、その中に埋

め込まれたのが「第７章　駐留軍用地跡地

の利用の促進及び円滑化のための特別措置」

です。その中で国は返還跡地利用を推進し

ていくことになりました。

特に、普天間基地のように都市地域にあ

る300ヘクタール以上の跡地を大規模跡地と
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指定して、国も跡地利用の責任をもつこと

を明記し、加えて３カ年の地料保障をさら

に延ばすことができるようになりました。

大規模跡地について国が取り組み方針を定

める時には、県と市の意見を聞くことにな

っています。跡地利用の方針策定が今、取

り組まれています。普天間の大規模跡地指

定が私たちにとっては大きな力で、SACO以

降の流れというのがあるわけです。

「跡地利用基本方針（案）」にこめた思い

私が就任して以降、2003年12月に「跡地

対策協議会」が首相官邸で開かれています。

沖縄県知事や私も参加して沖縄担当大臣も

参加して決定するわけです。普天間飛行場

跡地利用基本方針策定の調査をすることを

決めました。これはかなり大がかりな取り

組みで、これまでのさまざまな資料、調査、

それまでの予備調査をまとめる作業です。

来月2006年２月に策定を予定しています。

これまで５年かけた各種調査、普天間を

含む沖縄中南部都市圏に係る基本調査は全

部で200くらいもある。５年で独自にやった

調査だけでも16調査あります。大がかりな

調査で毎年１～２億円の予算を使ってやっ

ている調査です。それをまとめてきたのが

2003年～2005年までの基本方針策定調査で

す。

この「普天間飛行場跡地利用基本方針」

（案）が平成17年11月につくったものです。

10ページの方針案ですが、１行１行、１語

１語すべて意味があるのです。どういう意

味を込めてこの言葉が使われ、この結論、

方針になったのか。関係省庁と何度もすり

あわせをやって、県民フォーラムとか地域

フォーラムで県民の声を経てつくられてい

ます。

昨年８月31日までに県民調査を行うなど、

３年かけて一つの方向性を出してきました。

パンフレットから、普天間飛行場が跡地利

用でどのように変わっていくかというイメ

ージがわかると思います。実際にこのイメ

ージよりもっと細かい図面、このエリアを

このようにしよう、道もこうしようと描い

ています。次第次第に住民が納得し、県民

が理解できるように明らかにしていきます。

そうすることによって初めて実現すること

ができるものなので、ある程度のイメージ

は持っていても、すべてを表には出さない

わけです。今のところ、我々がつくったイ

メージなので。

これと同時平行的に普天間基地が返って

こなければ、この作業が全く活かされませ

ん。この作業の根拠になっている沖縄振興

特別措置法は10年の時限立法です。2012年

で失効します。たぶん継続になると思いま

すが、少なくとも2012年までに足掛かりを

つくって、実行されなければならないと思

っています。

跡地利用計画をつくりながら、同時に普

天間基地をいかに日米協議のテーブルに乗

せ、早く返還に向けて動かすかということ

を両方でやっています。宜野湾市には基地

政策部がありまして、２課に分かれていま

す。基地跡地対策課と基地渉外課がありま

す。渉外課が米国政府と交渉したり、外務

省交渉をしたり、基地の問題に取り組むこ

とで、この二つが両輪になって基地を早く

返還させて跡地利用に向けて取り組んでい

く。

宜野湾市は普天間基地の跡地利用によっ

て街の形が全く変わってきますので、併せ

てキャンプ瑞慶覧の返還で市面積の７％の

土地が今回返ってきますから、今までのド
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ーナツ状の薄い皮だけの街から、中身のあ

る街に変わっていく。

このようなことを今、取り組んでおりま

す。宜野湾市がやっているということを皆

さんにご理解いただいて、ここで話を終わ

らせていただきたいと思います。

米軍再編の問題は、日頃本土ではあまり

見聞きしない問題だと思います。沖縄にい

ますと、地元のローカル新聞が毎日書いて

いますから、誰でもあたりまえに今、何が

起こっているかわかっていますが、本土の

場合はほとんど報じられない環境なので、

日本全体の問題としては共有化されていな

いと思いますが、米軍再編のことは日本の

どこでも重要だと思いますのでお話させて

いただきました。

［質疑応答］

司会（富野） お話のような現実に触れて、

映像も見ていただきましたが、沖縄の基地

問題は、我々の目の前にある問題であるこ

とを意識する機会が、あまりないことは残

念なことだと思います。

今回のお話で、いくつか感銘した点があ

ります。私自身、逗子市・池子の森住宅問

題で同じような状況で、自治体として対米

交渉するためアメリカに行ってロビー活動

をしました。その時から比べると、基地の

ある町のトップリーダーとしてすごいなと

感じるわけです。情報の収集とそれを分析

し、どこに何をしたらいいか、よく練られ

た活動をされている。私たちは米軍の情報

については的確に持てない。国が独占して

いるわけです。それをアメリカの国内にも

情報源を持って、ロビー活動をきちっと収

集した上で的確な行動を打っていく。それ

を多様な形でやられている。これは今まで

の自治体としては考えられない、すばらし

い活動をされていると思います。

自治体は地域の活動と限定されていて、

自治体が国際社会で行動することは実は大

変難しいことです。今回の地方分権でも

「外交、防衛は国家の専管事項である」と簡

単に言ってしまんうですが、安保条約でも

具体的に住民として地域として大きな問題

を抱えている、大きな被害を受けている。

それを何とか解決しないといけない。単に

国際問題だから国の専管事項と言っていい

のか。そうではないんですね。地域は国際

社会の情報を収集し、分析し、地域住民の

生活を守るために、国際問題、外交問題、

安全保障問題であろうが、そこで発言し、

国を変えていかないといけない。国際社会

を変えていかないといけません。それは、

当然のことです。

地方分権の中で「国と地方の役割分担」

と簡単に分けてしまいますが、そういう分

け方では、地域の住民、特に沖縄を含めた

安全保障問題の中での地域の問題は解決で

きない。そのことをよく表していると思い

ます。伊波市長から、今までのまちづくり

とは違った角度で、地域の公益、地域の安

全や豊かさのために地方自治体は何をすべ

きかを新しく提起していただき、いいお話

を聞かせていただいたと思います。

国家と地方制度との関係。今までは国と

国との関係については、地方自治体が介在

することはありえないと考えられてきた。

今回の基地再編問題では官邸で知事と市長

が国の機関と一緒に基地問題を考えていく、

こういう時代になったわけです。

国と地方の関係は、国は大きく固くて働

きかけをしてもどうしようもないというこ
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とではなく、地域の人々の生活を守る１点

から国を動かしていくことは当然であり、

今、政府もそのことを学びつつあるという

ことを、我々は社会の変化としてとらえて

いく必要があると思います。

もう一つ、今までは基地が固定化される

ことの中で再編があったんですが、今は沖

縄の基地を含めて、日本の基地全体が米軍

の世界展開の中で削減される時代を迎えて

いる。それは日本にとって、米軍と自衛隊

がどのような関係に変わるか。日本が、安

全保障体制の中で、米軍全体の世界戦略の

中で、どのように役割を演じることになる

のか。それは日本の将来、日本と中国、世

界との関係で将来にとってどのような意味

があるか。有事立法一つとっても関係があ

る。沖縄の基地問題は全国の地域の生活と

決して無関係な問題ではないわけです。沖

縄の基地が削減されることについて、一般

的に「よかった」という話だけですむのか。

とんでもないのではないかと思うわけです。

冷徹な論理がそこにあるはずです。それを

私たち自身、どのように理解していくか。

沖縄にいる立場からいろいろな情報をいた

だき、私たちも考えていきたいと思います。

まちづくりについて。米軍基地は返すか

返さないかを決めるのは国家の問題です。

しかし、ある自治体、住民にとっては自分

たちのまちの環境が激変することです。今

まで多くの自治体は米軍基地が返ってくる

ことが決まってから、まちづくりをどうや

っていくかを考え始める。宜野湾市はそれ

とは違う方法をとった。

私も市長の時、米軍基地が返ってくるこ

とが決まっていなくても、まちづくりは基

地を含めてやらないといけないということ

でやった経験があります。抵抗されました。

国からも言われました。議会からも予算が

否決されたりしました。

伊波さんもそういうことがあったと思い

ます。まちづくりは基地があろうがなかろ

うが、全体として私たちの町の現在を把握

し、分析し、将来をつくっていくものでな

ければならない。米軍基地も治外法権では

ありません。安全保障条約によって一部の

法律が機能しないにすぎないわけですが、

地域は地域として基地をどのようになくし、

基地をまちづくりの中にどのように位置づ

け、町を発展させていくか。国がどうであ

ろうが、地域としてつくっていかないとい

けない。そのことを伊波さんはきちっと考

えられている。

「基地問題は国家間の問題だから地域はで

きることはない」という責任放棄したよう

な自治体、研究者も含めて、そういう態度

がありますが、それに対して大きな示唆を

与える、すばらしい一つのあり方を示され

たと思います。

今回のお話は地方自治や日本の将来を考

える上で、私たちの生活のあり方を、国際

社会の中でどう照らしだし、位置付けてい

くか、主体的に形成していくことを考える

上で大きな感銘を受けたお話でした。皆さ

ん、それぞれ受け止め方は違うと思います。

質疑応答をしたいと思います。

質問 返還がなされるまで、現実的選択

として、普天間基地を自衛隊と共同利用す

ることは考えられてないのでしょうか。将

来図では道路が横断するようになっている

と思いますが、道路を地下に通すかどうか

という問題も含めて、完全返還が先にある

のかどうか。そのあたりを教えていただき

たいと思います。

伊波 普天間基地の自衛隊との共同利用
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は報道されたことはあります。普天間基地

は1996年に、５～７年以内に返還すること

が約束されているわけです。2003年がその

期限ですので、それを超えて自衛隊が来る

と余計ややこしくなりますし、沖縄の基地

の場合はほとんど国有地ではありません。

普天間飛行場も 90 ％以上が民有地です。

2,800名の地主がいます。私たちは民有地を

地権者と話をしながら跡地利用を進めよう

としているわけです。すべてが国有地だっ

たら、国が線を引いて「こういう形でやり

ます」と決めることもできると思いますが、

沖縄では地権者とのコンセンサスづくりが

必要です。

神奈川の基地が一部返ってくる時、かつ

ての法律に基づいて無償で自治体が譲り受

けて利用するという考え方で進められてい

ますが、沖縄の場合、そうはならない。ほ

とんど民有地なんです。市としては民有地

の地主を含めてワークショップ形式でやっ

ています。普天間飛行場だけでなく、瑞慶

覧基地からも55ヘクタール返ってきます。

ここも約600名の地主がいますが、そのうち

約50名の方にワークショップに参加しても

らっています。

普天間飛行場を含む宜野湾市の都市マス

タープランを2004年３月までにつくったん

ですが、これが普天間飛行場を含めた構想

図です。かつては基地の中は都計図では白

地だった。今回から都市計画の中にきちん

と基地の中も含めて道路線型を入れて「跡

地利用を踏まえてやりますよ」と明示して

います。返ってない基地も含めて跡地利用

計画の中に入れていく取り組みをしている

わけです。これによって宜野湾市の場合は

街の構図が変わってきます。普天間基地の

30年後の形です。こういうものを練り上げ

ていまして、その際に国の関与、県の関与、

住民の関与を議論しながらやっていこうと

しています。これを一つにまとめるために

３年かけ、さまざまな計画を検討してきた

わけです。これを積み重ねて具体的なもの

にまとめていく。これも途中の成果物の一

つです。沖縄の場合は、どこもかしこも米

軍基地がありますから、その一つひとつに

とって基地問題は大変な課題であるという

ことで、ご理解を願いたいと思います。

質問 普天間飛行場跡地利用の策定作業

は市長のイニシアティブによってなされて

いると思いますが、議会、住民の皆さんの

反応はどうか。もう一つは、１週間後にキ

ャンプシュワーブ移設問題に関係する名護

市長選があります。それについてご見解が

あれば。

伊波 普天間の跡地利用の件は、SACO合

意で1996年に枠組みができ、99年に「跡地

利用促進及び円滑化に関する方針」を閣議

決定しました。これが重要でして、96年の

SACO合意での11施設返還合意後、普天間

を辺野古に移すという一連の作業の中で、

跡地利用に対して政府はこれまで関与しな

かったのが「円滑化させることを政府の責

任として取り組む」ということを決めたの

です。それに基づいて2003年をゴールとし

て調査がスタートした。

しかし、結果的にはそうならないで、軍

民共用空港建設で十数年もほったらかしに

なりかねなかった。私も市長就任以来、返

還に向けての取り組みを加速させましたの

で、跡地利用も加速してきて現実のものと

なっている。ある時期、形骸化しそうなこ

ろがあったのですが、私の市長就任前に跡

地利用に向けたイニシアティブは枠組みと

してできていました。
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政府は毎年２億円のお金を予算化してい

ます。日本政府関与の、日本政府の枠組み

の中で事は進行しています。宜野湾市長が

リーダーシップをとっているというよりは、

本来、政府がやる仕事なんです。「国が取り

組む」と沖縄振興特別措置法に書いてあり

ます。それを沖縄県と市がやっている。イ

ニシアティブは、この三者が持っていると

言うべきだと思います。こういう枠組みを

きちんとつくる。宜野湾市だけではなく北

谷町でもやっていまして、これから返還さ

れる軍用地の跡地利用に適用するための仕

組みを方法論としてつくっていこうするの

が、私たちの取り組みです。

名護市長選挙は３名立候補者がいます。

私の立場としては、海外移設を前提に取り

組みをしていますので、紆余曲折を経るか

と思いますが、基地に関して沖縄県民は割

れない方がいいと思っています。保守系候

補、革新系候補、中間系候補で３者が出る

ことになりますが、「沿岸案」には全員が反

対しています。ただ皆、ニュアンスに違い

があります。

現名護市長の岸本さんは妥協点を探って

いるようです。沿岸案には反対、陸地にか

かる基地ですね。しかし埋め立て案、辺野

古の海を埋め立てるのは賛成だと言ってい

ます。これは従来からのスタンスです。し

かし、同時に99年に受け入れた時、７つの

条件をつけています。その条件を維持しつ

つ、当時、稲嶺知事は「15年の使用期限」

をつけていましたが、今回の再編案の中で

は、すべてなくなっています。そこの論理

矛盾はどうするのかということもあるでし

ょうが、浅瀬案が現実につくられるとすれ

ば、ジュゴンや環境への影響ははかり知れ

ないと思います。

私がなぜこれらの移設案に反対している

かというと、米軍戦略を読むかぎり「沖縄

にこれらの施設をつくる必要がない」から

なんです。私が米国で訴えたのもそのこと

なのです。米国国防総省に2004年７月に行

って、「辺野古の案は公共工事的に利用され

ている。これは安全保障の案ではない。建

設工事のために議論されている。名護の北

部振興にしても安全保障論ではない。国防

省が議論している論理で進めているわけで

はない」と話しました。我々の安全保障論

で言うならば「普天間基地における事故の

発生こそ、最大のリスクではないか」と説

いたわけです。

私は前からずっと普天間基地は危険だと

言っています。訪米した１カ月後に沖縄国

際大学でヘリ墜落事故が起こったわけです。

その前の2003年11月、ラムズフェルド国防

長官が沖縄に来ているんです。彼は飛行機

から見て、「ここで事故が起きない方が不思

議だ。２、３年以内に閉鎖しなさい」と指

示を出したと報じられたんです。アメリカ

の感覚としてあたりまえの話なんです。私

が米国防総省と国務省に行って訴えている

のは「安全保障論で議論しているならば、

なぜもっと早く実現できることを行わない

のか。今のような辺野古案で、できないこ

とをやろうとしても、日本政府にいくら聞

いても同じ答えしかでませんよ」というこ

とです。

大野防衛庁長官が就任後、沖縄に来まし

た。彼は北部の市町村長とも話をしました。

北部の市町村長は「今まで通り、辺野古沖

案推進でいきたい」と主張しました。中部

市町村長との会合で、私は大野長官に「北

部の案は間違っている。あれは安全保障論

じゃない。公共工事を維持するためのもの
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だ。振興策を維持するためのものだ。こん

なことをいつまでやってもしようがないで

しょう。普天間の危険をどう解決するか、

ぜひ、再編協議の中でやってくれ」と主張

したのです。こういう議論を私達はしてい

るんです。

多少ニュアンスがありまして、今の岸本

市長が言っている浅瀬案は、僕が思うには、

彼の支持基盤である公共工事派、土木建設

業界の利権の推進維持です。厄介なことに、

北部振興策に慣れてしまった北部の自治体

は、今の三位一体改革の中ではヘリ基地が

ここに来ないと財政的に破綻しかねない。

公共工事の25％くらいが防衛施設補助金に

なっています。沖縄でも、安全保障論では

なく、ダムをつくるような、公共工事の一

つとしてヘリ基地を見ることが罷り通って

いるので、浅瀬案が浮上したりするのです。

今回の市長選挙は、率直に言って誰が当

選するのか見えないところがあるんです。

私としては、沖縄北部が基地を受け入れて

地域振興をしていくという方向性は間違っ

ているし、未来もないと思っています。「基

地と共存する沖縄の未来は貧しい」という

ことを常々言っていまして、基地経済から

脱却する方が、はるかに地域経済への波及

効果が大きいと思っています。宜野湾市は

それを実践していきたい。基地はどんどん

那覇の方からなくなってきている。今度、

再編協議をそのまま実行したら、嘉手納以

南は基地はなくなります。北部だけに集中

する。北部の県民は基地が集中することに

反発していますが、基地に依存することに

対しても、もっと反省がなければいけない

と思うんです。

しかし、北部ではまだまだそれができな

い。貧しいところほど、地域の財力がない

ところほど、基地の振興策に依存してしま

う。その悪循環の繰り返しが、今日の沖縄

北部への基地集中に結びついているのでは

ないか。沖縄全体の方針としても地元の施

策にしても、歯を食いしばってでも基地に

依存しないという政策転換をしないといけ

ないのではないかと思いますが、そうはな

っていないのです。農業が豊かだったとこ

ろが、振興策で出てくる補助金があります

と、ついついタダで入ってくるお金を受け

とって、その１割を自分で足して過度に大

きなものをつくろうとします。つくったら

運営できずに倒産して農民の自殺者を出す

ような事が多発しています。こういう繰り

返しをやっているように見える。基地依存

の振興策の実態をもっと見つめてみないと

いけないのではないか。今、そのことが問

われているのだろうと思います。

今度の市長選挙では、地域で住民と共に

移設に反対している大城敬人さんが立候補

しています。野党が全体で推している保守

中道の我喜屋宗弘さんと、自公が推す島袋

和吉さんは岸本市長の後継者です。名護市

民がどういう判断を示すだろうかと私たち

は注目しております。建設反対派が二分さ

れたため、私は名護には行かないでいるわ

けです。宜野湾市にとっては誰が当選して

も、今の流れを変えない。名護市長選挙に

依存して私たちの政策を推進しようとはし

ない。どうしてかと言うと、誰が当選して

も、名護にはものすごい圧力がかかってい

ますから、自治体運営者として、どう変わ

っていくかもしれないからです。名護は変

わる可能性があるんです、いろんな意味で。

財政的にも弱い。宜野湾市としては名護に

左右されない政策展開をしたいというのが、

私自身の今の気持ちですね。
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司会 開発が遅れている地域は、それに

依存しなければ生きていかれないという意

識に、実態より意識ができてしまって、地

域の資源をどう生かすかに頭が回らない。

そこに住んでいる皆さんも見えにくいと思

ってしまう、そこがまさに変えないといけ

ないところだと思います。

名護が揺れていることはよくわかります。

安保問題で国と対峙することはものすごい

圧力です。今の市長がこうだから、過半数

でいくという保障はないというのは実感と

してわかります。それだけ、地方自治体は

安全保障問題については、国からものすご

い圧力がかかります。逗子の場合は不交付

団体で、ある意味では財政的に豊かでした

から、比較的耐えやすかったんですが、国

に依存した経済で公共事業に依存している

ところは、まともに受け止めざるをえない

という厳しい状況にあることも理解してい

ただくことも大事だと思います。

伊波 2005年の「宜野湾市長訪米要請概

要」について話させて下さい。去年の訪米

の時、これだけアメリカには基地があるん

だけど、アメリカにおける米軍基地と地域

住民、地域自治体との関係がどうなってい

るのかを見てみようと思って、南カルフォ

ルニアのサイディエゴ市に行きました。

ペンドルトン市という第１海兵師団の大

きな基地がありまして、普天間基地の100倍

ほどです。オーシャンサイド市がすぐそば

に隣接していまして、その２カ所の市長を

訪問してきました。私たちから見ると、「基

地があるから被害かあって当然」と思うん

ですが、全然違うんですね。結論から言い

ますと「米軍基地が米国の国民や住民に被

害を与えて存在することはできない」とい

うことです。

米国で問題になっているのは何か。かつ

て米軍基地は地域住民から離れてつくられ

ました。ところが町は発展していきます。

そして基地のエリアまで町が侵食していき、

住民から離れて活動していた米軍基地の活

動が住民、地域に影響を与えるようになり

ます。住民が近寄っていくのが、アメリカ

における米軍基地問題の一つです。そこで、

米軍は自分たちの活動を維持するために、

地域自治体と共同して住宅不動産業者によ

る住宅開発の規制、土地利用の規制をやっ

ています。沖縄は逆ですね。オーシャンサ

イド市の市長に「ペンドルトンの基地から

どういう被害があるか」と聞くと、「全くな

い。昔はあったが、音が聞こえるという苦

情が来たことがあるが、司令官に伝えて訓

練地を変えてもらった。ペンドルトンの司

令官は市長みたいなもので、私はこっちの

市長だけど、お互い言いたいことがある時

はちゃんと話をしている」と言っていまし

た。ハワイでもそうでしたが、１カ月に１

度くらい地域と基地との話し合いがあって

苦情処理をしていく仕組みができています。

飛行機の音は、あるところでは聞こえま

す。真上から飛ぶことはないが、うるさい

ことはある。サンディエゴの近くにミラマ

ーという海兵隊航空基地があります。「空域

利用適合評価制度」があって、飛行場がど

う飛んでいるか、飛んでいる下で騒音がど

の程度被害があるか。頻繁に飛んでいるエ

リアの下は「墜落危険ゾーン」とされ、そ

こに住宅は存在してはならないわけです。

部隊の展開によって広がったり、縮小した

りする。何年か毎に改定される。

それを宜野湾市に適用したらどうなるか。

市全域が墜落危険地域になるのです。普天

間基地の航空写真を米国の議員に見せると
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皆、驚いていました。「普天間基地について

は聞いていたが、こういうことは聞いてい

なかった」。アメリカ国内ではこのような基

地は存在しえない。緩衝地帯は1.5キロ横に

空いてないといけない。普天間のようなこ

とは米国ではありえない話なんです。

ラムズフェルド国防長官が「こんな基地

があっていいはずがない、早く閉鎖しなさ

い」と言ったと報道されました。ところが

我が国では許されている。私が外務省と防

衛庁と議論しているのは「普天間基地をど

こかに持っていくにしても同じようなこと

を起こしたらだめですよ」と言うことです。

「アメリカでは米軍基地の活動が規制されて

いるのに、日本の国民が被害を受けても、

なぜそれを認めるようなことになっていく

のか」。日米地位協定上の施設間協定を認め

させることによって、「現にあることがおか

しい」という議論をしています。辺野古に

移るにしても、どこでも「一定の基準を満

たすものでないといけない」と主張してい

ます。しかし現実に日本国内では可能では

ない。「それならばアメリカに帰ってもらい

ましょう」というのが私の主張です。

グアムにも普天間くらいの飛行場があり

ます。アンダーソン空軍基地のそばにある

ノースウエスト飛行場で現在使われていな

い。現実の問題として、我が国での米軍基

地のありようが問われないといけないとア

メリカで感じました。米国では誰に聞いて

も皆、普天間の現状に驚きます。「日本では

日米安保だからやむをえないさ」となって

います。それはおかしい話だと思います。

私たちは今、そのことをしきりに外務省や

防衛施設庁に言っていて、対抗するための

米国内基地のリサーチも今、始めています。

３月に出る案が、もし我々が望むような

ものでなかった場合、つまり危険性の除去

がなく、放置されることがより明確になっ

たら、その時点で、主として日本国内での

安全対策の欠如で対抗する取り組みをしよ

うと、準備を進めているところです。こう

いうことをやらない限り、政府は動こうと

しません。市は継続してやっていくと言っ

てプレッシャーをかけています。

司会 この問題はアメリカの国内法を外

国に適用する場合、どうなるかという法的

な問題とも関係します。米軍は外国で行動

する場合、基地をつくる場合、基地のつく

り方は国内法適用です。日本の建築基準法

との整合性も難しい問題があります。しか

し、ある意味ではアメリカの国内法が適用

される状態でつくっていく。外国だからと

いってアメリカの国内法か適用できないと

いうことは一切なくて、実は経済制裁など

も含めてアメリカはやっているわけですか

ら、訴訟の可能性はあるということなんで

すね。いろんな対応手段があるわけですか

ら、そういうこともやって、我々も考えて

いく必要があるのではないかと改めて思い

ました。

伊波 講談社新書から『米軍再編』が出

ました。このタイミングと合わせて宜野湾

市の要請行動が、まさに重なっていたなと

思います。米軍再編の今の舞台が書かれて

います。表に出ていない交渉の内容を共同

通信の記者が取材して書いていますが、米

軍再編の意味合いを知るにあたって、現場

で、どう議論されたか、よくわかる本です。

久江雅彦著です。どうぞ興味のある方は読

んでみて下さい。

［2006年１月14日］
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